
事 務 連 絡 

令 和 元 年 10 月 15 日 

 

国民健康保険組合事務（局）長 様 

 

東京都国民健康保険団体連合会 

     企画事業部 保健事業課長  日暮 雄一郎 

 

 

台風 19号の被害による契約温泉施設の営業体制について 

 

 

 平素、本会の事業運営に関しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 今般、台風 19号の影響の為、本会と契約しております各契約温泉施設から営業体制について下記

のとおりご連絡等がございました。 

つきましては、保険者窓口に問合せ等がございましたら、大変ご迷惑をお掛けいたしますがご対

応いただきますよう、何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

 ・檜原温泉センター「数馬の湯」 

10月 14日（月）より営業再開 

※檜原村内は一部通行止めの箇所があるため、上野原方面からお越しください。 

 

・奥多摩温泉「もえぎの湯」 

台風の影響（断水・土砂崩れ）により当面閉館 

※復旧次第、営業再開いたします。 

 

 ・秋川渓谷「瀬音の湯」 

営業時間は通常通り 

※都道 33号線「檜原街道」は「荷田子」より檜原村方面は通行止めになっておりますが、 

瀬音の湯への進入路は荷田子より手前で曲がるため、通行は可能です。 

 

・生涯青春の湯「つるつる温泉」 

しばらくの間、臨時休館（都道が崩落し寸断されている為） 

※現段階では営業再開のめどは立っておりません。 
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